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小
さ
な
訂
正

―『
関
西
法
律
学
校
講
義
録
』
の
た
め
に
―

山　

野　

博　

史

は
じ
め
に

　

平
成
十
八
年
三
月
、
関
西
大
学
最
古
の
公
式
刊
行
物
で
あ
る
『
関
西
法
律
学
校
規
則
』（
明
治
19
年
10
月
・
関
西
法
律
学
校
）
を
発
掘
し

た
経
緯
と
そ
の
全
容
紹
介
に
つ
い
て
は
、
本
誌
第
十
七
号
（
平
成
20
年
3
月
31
日
）
掲
載
の
拙
稿
「『
関
西
法
律
学
校
規
則
』
を
復
刻
す
る
」

を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
根
気
の
よ
い
資
料
探
索
を
怠
ら
ず
に
い
る
と
、
古
書
の
神
様
は
一
度
き
り
で
な
く
、
ふ
た
た
び
ほ
ほ
え
む
こ
と
も

あ
る
よ
う
で
、
再
度
の
僥
倖
に
自
分
で
も
驚
い
て
い
る
。

　

平
成
二
十
年
九
月
、
大
阪
市
内
の
古
書
店
を
中
心
と
す
る
合
同
古
書
目
録
の
な
か
か
ら
、
こ
れ
ま
た
従
来
、
現
物
未
確
認
の
ま
ま
、
事

実
関
係
が
処
理
さ
れ
て
き
た
『
関
西
法
律
学
校
講
義
録
』
第
一
号
を
発
掘
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
実
際
に
は
、
第
一
号
か
ら
第
十
一
号

ま
で
計
十
一
冊
の
一
括
購
入
で
あ
る
。

　

こ
の
現
物
に
あ
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
関
西
大
学
史
の
記
述
に
さ
さ
や
か
な
が
ら
正
す
べ
き
事
項
が
生
じ
た
の
で
、
補
訂

し
て
お
き
た
い
。
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「
正
史
」
に
お
け
る
記
述

　

関
西
大
学
の
歴
代
「
正
史
」
に
お
い
て
、『
関
西
法
律
学

校
講
義
録
』
に
関
す
る
叙
述
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る

か
。
刊
行
順
に
抄
出
し
て
み
よ
う
。

　

最
初
の
本
格
通
史
、『
関
西
大
学
創
立
五
十
年
史
』（
昭
和

11
年
5
月
1
日
・
関
西
大
学
）
第
一
編
第
二
章
「
河
内
町
時
代
」

第
二
節
「
関
西
法
律
学
校
講
義
録
と
筆
授
生
制
度
」
に
述
べ

る
。

　
「
関
西
法
律
学
校
講
義
録
は
、
明
治
二
十
年
十
二
月
八
日
、

東
区
南
久
宝
寺
町
四
丁
目
の
岡
島
宝
文
館
か
ら
発
刊
さ
れ

た
。
そ
の
体
裁
は
四
六
判
で
三
十
字
詰
十
二
行
、
毎
月
二
回

の
発
行
で
毎
号
百
五
十
頁
前
後
、
一
部
定
価
二
十
銭
と
い
ふ

規
定
で
あ
つ
た
。
而
し
て
内
容
は
教
室
に
お
け
る
各
講
師
の

講
義
を
、
生
徒
中
か
ら
選
ば
れ
た
筆
生
が
筆
記
し
て
、
そ
れ

〴
〵
当
該
講
師
の
校
閲
を
経
た
も
の
を
、
講
座
式
に
収
録
し

た
も
の
で
あ
つ
た
。
而
し
て
宝
文
館
も
発
行
の
都
度
新
聞
広

告
に
努
め
た
の
で
、
地
方
の
読
者
も
号
を
逐
ふ
に
従
つ
て
増

加
し
、
講
義
録
を
通
じ
て
関
西
法
律
学
校
の
名
を
社
会
に
認

『関西法律学校講義録』第 1号表紙（左）裏表紙（右）
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め
さ
せ
た
こ
と
は
甚
だ
大
な
る
も
の
が
あ
つ
た
」（
19
ペ
ー
ジ
。
漢
字
は
旧
字
体
を
現
在
通
行
の
も
の
に
改
め
、
誤
植
は
正
し
た
）。

　

戦
後
初
の
『
関
西
大
学
七
十
年
史
』（
昭
和
31
年
3
月
31
日
・
関
西
大
学
）
第
二
章
「
河
内
町
興
正
寺
時
代
」
第
一
節
「
興
正
寺
へ
の
移

転
と
初
期
の
教
育
経
営
状
況
」
で
は
、「
関
西
法
律
学
校
講
義
録
」
と
ゴ
チ
ッ
ク
の
小
見
出
し
を
付
け
、
こ
う
記
す
。

　
「
講
義
録
の
第
一
号
は
、
明
治
二
十
年
十
二
月
八
日
、
東
区
南
久
宝
寺
四
丁
目
の
岡
島
宝
文
館
か
ら
発
刊
さ
れ
た
。
体
裁
は
四
六
判
、

三
十
字
詰
十
二
行
組
で
、
毎
号
百
五
十
頁
前
後
、
毎
月
二
回
発
行
さ
れ
た
。
一
部
定
価
二
十
銭
と
い
う
規
定
で
あ
っ
た
。
内
容
は
各
講
師

の
講
義
を
生
徒
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
筆
生
が
筆
記
し
て
、
そ
れ
〴
〵
の
講
師
の
校
閲
を
経
て
印
刷
に
附
し
た
（
後
略
）」（
34
ペ
ー
ジ
。
誤

植
は
正
し
た
）。

　

同
じ
ペ
ー
ジ
の
上
段
に
、「
関
西
法
律
学
校
講
義
録
」（
第
二
期
生
蔵
内
静
三
郎
所
用
本
）
の
書
影
（
明
治
21
年
11
月
9
日
発
行
の
第
十
四
号

表
紙
〈
右
〉、
関
西
法
律
学
校
講
義
録 
発
刊
ノ
主
旨 

第
一
ペ
ー
ジ
〈
左
〉）
を
載
せ
る
。

　

因
に
、『
関
西
大
学
七
十
年
小
史
』（
昭
和
30
年
11
月
5
日
・
関
西
大
学
）
に
も
前
記
（
右
）
の
表
紙
写
真
が
載
る
（
13
ペ
ー
ジ
）。

　

満
を
持
し
て
上
梓
さ
れ
た
『
関
西
大
学
百
年
史 

通
史
編 

上
巻
』（
昭
和
61
年
11
月
4
日
・
学
校
法
人 

関
西
大
学
）
第
二
章
「
河
内
町
興
正
寺

時
代
」
第
一
節
「
興
正
寺
へ
の
移
転
と
初
期
の
教
育
・
経
営
の
状
況
」
で
も
、「
関
西
法
律
学
校
講
義
録
」
と
ゴ
チ
ッ
ク
の
小
見
出
し
を

掲
げ
、
略
述
す
る
。

　
「
こ
の
時
代
に
創
立
さ
れ
た
法
律
学
校
で
は
、
発
足
早
々
に
し
て
講
義
録
を
出
版
し
、
学
生
た
ち
に
利
用
さ
せ
る
所
が
多
か
っ
た
が
、

本
校
も
同
様
で
、
創
立
後
一
年
を
経
た
明
治
二
十
年
十
二
月
八
日
に
は
早
く
も
『
関
西
法
律
学
校
講
義
録
』
を
発
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た

（
後
略
）」（
64
ペ
ー
ジ
）。

　

こ
の
文
章
に
は
、「
版
元
は
、
東
区
南
久
宝
寺
町
四
丁
目　

岡
島
宝
文
館
で
、
体
裁
は
四
六
判
、
三
十
字
詰
十
二
行
組
、
毎
号
約
百
五

十
頁
、
月
二
回
の
刊
行
で
一
部
二
十
銭
で
あ
っ
た
」（
73
ペ
ー
ジ
。
誤
植
は
正
し
た
）
と
注
記
が
あ
る（

1
）。

　

本
書
で
も
、「
関
西
法
律
学
校
講
義
録
（
第
二
期
生
蔵
内
静
三
郎
所
用
本
）」
の
書
影
を
掲
げ
る
が
、
第
十
四
号
の
写
真
は
「
七
十
年
史
」
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と
同
一
な
が
ら
、
並
列
し
て
「
佛
国
刑
法
講
義
」
第
一
回
（
教
師 

井
上
操
口
授
、
校
生 

津
原
武
筆
受
）
を
載
せ
て
い
る
（
66
ペ
ー
ジ
）
（
2
）。

　

最
新
刊
の
『
関
西
大
学
百
二
十
年
史
』（
平
成
19
年
3
月
31
日
・
学
校
法
人 

関
西
大
学
）
歴
史
編
第
1
章
「
創
立
」
第
2
節
「
願
宗
寺
か

ら
興
正
寺
へ
」
に
『
関
西
法
律
学
校
講
義
録
』
と
立
項
し
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
前
例
に
な
ら
い
、
お
お
む
ね
変
更
を
見
な
い
。

　
「（
前
略
）
こ
の
時
期
に
創
立
さ
れ
た
法
律
学
校
で
は
、
発
足
か
ら
ほ
ど
な
く
し
て
講
義
録
を
出
版
し
、
学
生
た
ち
に
利
用
さ
せ
る
と
こ

ろ
が
多
か
っ
た
が
、本
校
も
同
様
で
、創
立
か
ら
1
年
を
経
た
明
治
20
（
1887
）
年
12
月
8
日
に
『
関
西
法
律
学
校
講
義
録
』
を
発
行
し
、（
中

略
）
こ
の
『
講
義
録
』
は
、
学
生
が
書
記
を
兼
ね
て
授
業
中
に
筆
記
し
た
も
の
を
講
師
の
校
閲
を
受
け
た
う
え
で
出
版
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
発
行
回
数
は
、
最
初
の
『
講
義
録
』
は
月
2
回
で
あ
っ
た
（
後
略
）」（
10
ペ
ー
ジ
。
原
文
は
横
書
）。

　

同
じ
ペ
ー
ジ
に
、「
百
年
史
」（
66
ペ
ー
ジ
）
の
書
影
が
そ
の
ま
ま
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

『
関
西
法
律
学
校
講
義
録
』
第
一
号

　
『
関
西
大
学
創
立
五
十
年
史
』
の
冒
頭
に
寄
せ
る
「
関
西
大
学
創
立
五
十
年
史
発
刊
に
つ
い
て
」
の
一
節
に
、「
爾
来
委
員
は
史
料
の
蒐

集
に
努
め
た
け
れ
ど
も
、
本
学
は
数
回
校
舎
を
移
転
せ
し
と
、
長
き
間
に
種
々
の
事
故
も
発
生
せ
し
と
に
よ
り
記
録
の
散
佚
せ
る
も
の
あ

り
、ま
た
具
備
せ
ざ
る
も
の
あ
り
、編
纂
す
る
に
方
り
不
便
少
し
と
せ
ず
。
創
立
当
時
及
び
古
き
時
代
に
は
殊
に
然
り
と
す
」（
2
ペ
ー
ジ
。

表
記
は
前
掲
引
用
文
に
同
じ
）
と
あ
る
。

　

こ
の
控
え
目
な
姿
勢
に
注
目
し
つ
つ
も
、
そ
の
完
成
度
の
た
か
さ
に
敬
意
を
表
し
て
か
、
右
に
列
挙
し
た
以
後
の
各
「
正
史
」
の
叙
述

に
関
す
る
限
り
、「
五
十
年
史
」
の
記
述
内
容
は
信
ず
る
に
足
り
る
と
理
解
し
、
全
体
と
し
て
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

　

し
か
し
、『
関
西
法
律
学
校
講
義
録
』
第
一
号
の
現
物
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
ご
く
わ
ず
か
な
が
ら
、
訂
正
す
べ
き
事
柄
を
見
出
さ
ざ

る
を
え
な
い
。
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「
講
義
録
」
第
一
号
の
表
紙
に
記
載
す
る
発
行
日
は
、「
明
治
二
十
年
十
一
月
二
十
九
日
」
で
あ
る
。

　
「
五
十
年
史
」
が
「
明
治
二
十
年
十
二
月
八
日
」
と
明
記
し
た
の
は
、「
大
阪
朝
日
新
聞
」（
明
治
20
年
12
月
9
日
付
）、「
大
阪
日
報
」（
明

治
20
年
12
月
10
日
、
14
日
付
。「
大
阪
毎
日
新
聞
」
の
前
身
）
に
、「
関
西
法
律
学
校
講
義
録
第
一
号
発
刊
」
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
記
録
を
典
拠
と
し
て
、最
も
近
い
前
日
の
発
行
と
推
定
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る（

3
）。

資
料
の
裏
づ
け
が
あ
る
も
の
だ
か
ら
、後
続
の
「
正

史
」
も
、
現
物
確
認
が
で
き
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
五
十
年
史
」
の
記
述
に
従
っ
た
に
ち
が
い
な
い（

4
）。

　
「
講
義
録
」
第
二
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
の
発
行
日
を
略
記
す
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

2
号
（
明
治
20
年
12
月
15
日
）、
3
号
（
21
年
1
月
7
日
）、
4
号
（
21
年
1
月
25
日
）、
5
号
（
21
年
2
月
19
日
）、
6
号
（
21
年
3
月
12
日
）、

7
号
（
21
年
3
月
28
日
）、
8
号
（
21
年
4
月
20
日
）、
9
号
（
21
年
5
月
3
日
）、
10
号
（
21
年
5
月
27
日
）、
11
号
（
21
年
7
月
5
日
）
（
5
）。

　

こ
の
刊
記
を
見
て
す
ぐ
に
気
づ
く
の
は
、「
毎
月
二
回
の
発
行
」

（
6
）と

断
言
す
る
に
は
や
や
無
理
が
あ
り
、
必
ず
し
も
予
告
通
り
に
は
刊
行

が
進
ま
な
か
っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
こ
と
に
微
細
な
訂
正
で
し
か
な
い
が
、「
講
義
録
」
第
一
号
の
現
物
を
確
認
し
た
う
え
で
の
改
訂
ゆ
え
、
今
後
、
こ
れ
ら
の
事
実
は

尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

な
お
、「
講
義
録
」
第
一
号
全
篇
の
構
成
は
こ
ん
な
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
（
漢
字
は
旧
字
体
を
現
在
通
行
の
も
の
に
改
め
た
）。

　

巻
頭
に
「
発
刊
ノ
主
旨
」（
明
治
20
年
11
月 

関
西
法
律
学
校
）。
以
下
、
順
に
並
べ
る
。

　
「
佛
国
賃
貸
法
講
義
」
第
一
回
（
講
師 

堀
田
正
忠
講
述
、
校
生 
津
原
武
筆
記
。
1
〜
24
ペ
ー
ジ
）。

　
「
佛
国
民
法
売
買
篇
講
義
」
第
一
回
〜
第
二
回
（
講
師 

小
倉
久
講
述
、
校
生 

津
原
武
筆
記
。
1
〜
24
ペ
ー
ジ
）。

　
「
佛
国
民
法
契
約
篇
講
義
」
第
一
回
〜
第
三
回
（
講
師 

鶴
見
守
義
講
述
、
校
生 
津
原
武
筆
記
。
1
〜
36
ペ
ー
ジ
）。

　
「
訴
訟
法
講
義
」
第
一
回
〜
第
三
回
（
講
師 

井
上
操
口
授
、
校
生 

津
原
武
筆
受マ
マ

。
1
〜
34
ペ
ー
ジ
）。

　
「
佛
国
民
法
委
任
法
講
義
」
第
一
回
〜
第
三
回
（
講
師 

手
塚
太
郎
講
述
、
校
生 

津
原
武
筆
記
。
1
〜
32
ペ
ー
ジ
）。



小さな訂正　6

　

表
紙
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、「
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
先
生
門
人 

堀
田
正
忠
君
」、「
法
律
学
士 

小
倉
久
君
」、「
法
律
学
士 

鶴
見
守
義
君
」、「
法
律

学
士 
井
上
操
君
」、「
法
律
学
士 

手
塚
太
郎
君
」
と
あ
る
。

年
史
編
纂
室
の
所
蔵
状
況

　
『
関
西
法
律
学
校
講
義
録
』
は
ど
れ
く
ら
い
の
分
量
が
刊
行
さ
れ
た
の
か
。
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
関
西
大
学
年
史
編
纂
室
自
身
が
所
蔵

す
る
現
物
資
料
（
複
写
資
料
は
除
く
）
を
承
知
し
て
お
く
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
調
査
研
究
に
い
さ
さ
か
な
り
と
も
役
立
つ
の
で
は
な
い

か
と
考
え
、
概
観
し
て
お
き
た
い
。

　

そ
も
そ
も
、
書
物
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
『
関
西
法
律
学
校
講
義
録
』
は
、
三
種
類
に
区
別
で
き
る（

7
）。

　

第
一
は
、
本
稿
で
言
及
し
て
い
る
『
関
西
法
律
学
校
講
義
録
』（
以
下
、
①
と
略
す
）
で
あ
る
。
第
二
は
、
①
の
装
い
を
新
た
に
し
、
明

治
二
十
一
年
十
月
一
日
に
第
一
号
が
発
刊
さ
れ
た
『
関
西
法
律
学
校
筆
授
生
講
義
録
』（
以
下
、
②
と
略
す
）
で
あ
る
。
第
三
は
、
明
治
二

十
二
年
十
月
十
日
、
原
題
に
も
ど
し
て
発
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
『
関
西
法
律
学
校
講
義
録
』（
以
下
、
③
と
略
す
）
で
あ
る
。

　

年
史
編
纂
室
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
架
蔵
本
を
略
記
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

①
は
、
2
号
〜
10
号
（
平
成
12
年
9
月
20
日
受
入
。
受
入
方
法
は
「
収
集
」
と
あ
る
）。

　

②
は
、
1
号
（
明
治
21
年
10
月
1
日
）
〜
5
号
（
21
年
11
月
1
日
）、
12
号
（
21
年
12
月
28
日
）
〜
14
号
（
22
年
1
月
31
日
）、
16
号
（
22
年
2

月
23
日
）、
18
号
（
22
年
3
月
8
日
）、
24
号
（
22
年
4
月
23
日
）
〜
25
号
（
22
年
4
月
30
日
）、
27
号
（
22
年
5
月
23
日
）
〜
29
号
（
22
年
6
月

10
日
）、
33
号
（
22
年
7
月
26
日
）〜
35
号
（
22
年
9
月
6
日
）、
以
上
計
十
八
冊
（
平
成
12
年
5
月
25
日
受
入
。
受
入
方
法
は
「
収
集
」
と
あ
る
）
（
8
）。

　

③
は
、
1
号
（
明
治
22
年
10
月
10
日
）、
3
号
（
22
年
11
月
3
日
）
〜
4
号
（
22
年
11
月
9
日
）、
6
号
（
22
年
11
月
30
日
）
〜
9
号
（
22
年
12

月
18
日
）、
12
号
（
23
年
1
月
24
日
）、
19
号
（
23
年
3
月
25
日
）
〜
20
号
（
23
年
3
月
31
日
）、
23
号
（
23
年
5
月
20
日
）
〜
25
号
（
23
年
6
月

17
日
）、
29
号
（
23
年
8
月
12
日
）、
32
号
（
23
年
9
月
30
日
）、
以
上
計
十
五
冊
（
平
成
12
年
5
月
19
日
受
入
。
受
入
方
法
は
「
収
集
」
と
あ
る
）。
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①
が
お
そ
ら
く
全
十
五
冊
、
②
は
ほ
ぼ
全
三
十
六
冊
、
③
も
た
ぶ
ん
全
三
十
二
冊
と
見
な
し
う
る
の
で
は
な
い
か
。
①
②
③
と
も
、

終
刊
号
の
確
認
が
正
確
に
把
握
で
き
て
い
な
い
う
ら
み
は
の
こ
る
の
で
、
い
っ
そ
う
徹
底
し
た
精
査
を
必
要
と
す
る
も
の
の
、
大
略
、
こ

れ
が
総
計
に
近
い
と
い
っ
て
さ
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。

　

末
筆
な
が
ら
、
こ
の
た
び
発
掘
し
た
『
関
西
法
律
学
校
講
義
録
』
全
十
一
冊
を
、
脱
稿
後
、
関
西
大
学
年
史
編
纂
室
に
寄
贈
す
る
こ
と

は
、
む
ろ
ん
い
う
ま
で
も
な
い
。

注（
1
）　

こ
の
注
記
の
少
し
あ
と
の
注
で
、「
関
西
法
律
学
校
講
義
録
発
刊
ノ
主
旨
」の
全
文
を
載
せ
る
が
、「
同
講
義
録
一
四
号
に
掲
載
の
も
の
」（「
百

年
史 

通
史
編 

上
巻
」
74
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
の
は
、「
七
十
年
史
」（
34
ペ
ー
ジ
）
の
書
影
に
依
拠
し
た
た
め
の
誤
り
で
は
な
い
か
。
掲
載
は
、

む
ろ
ん
「
講
義
録
」
第
一
号
。
本
稿
、
注（
5
）
参
照
。

（
2
）　
「
佛
国
刑
法
講
義
」
第
一
回
は
、「
講
義
録
」
第
六
号
（
1
〜
8
ペ
ー
ジ
）
収
録
。「
七
十
年
史
」
か
ら
「
百
二
十
年
史
」
ま
で
、
こ
の
種
の

書
影
掲
載
は
、
執
筆
者
等
が
事
実
確
認
を
お
ろ
そ
か
に
し
た
か
ら
か
、
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
点
で
共
通
し
て
い
る
。

（
3
）　
『
関
西
大
学
百
年
史 

資
料
編
』（
平
成
8
年
3
月
31
日
・
学
校
法
人 

関
西
大
学
）
38
〜
39
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
4
）　
「
五
十
年
史
」
巻
末
「
関
西
大
学
年
表
」
の
明
治
二
十
年
十
二
月
の
項
に
、「
関
西
法
律
学
校
講
義
録
ヲ
発
行
ス
（
二
十
二
年
五
月
廃
刊
ス
）」

と
あ
り
、「
七
十
年
史
」
巻
末
「
関
西
大
学
七
十
年
史
年
表
」
の
明
治
二
十
年
の
項
に
も
、「
十
二
月
八
日 

関
西
法
律
学
校
講
義
録
を
発
行
す
」

と
あ
る
。
こ
の
誤
記
は
、『
関
西
大
学
百
年
史 

年
表
・
索
引
編
』（
平
成
6
年
8
月
31
日
・
学
校

法
人 

関
西
大
学
）「
年
表
編
（
6
ペ
ー
ジ
）、「
百
二

十
年
史
」
巻
末
「
関
西
大
学
略
年
譜
」（
390
ペ
ー
ジ
）
で
も
く
り
返
さ
れ
る
。

　
　
　

埜
上
衛
「
関
西
法
律
学
校
の
講
義
録
（
1
）」（「
近
畿
大
学
短
大
論
集
」
第
13
巻
第
1
号
〈
昭
和
55
年
12
月
15
日
・
近
畿
大
学
短
期
大
学
部
〉。
続

稿
は
未
見
だ
が
、
執
筆
さ
れ
な
か
っ
た
も
よ
う
）
は
、「
七
十
年
史
」
等
を
参
考
に
し
て
お
り
、「
12
月
8
日
」
を
採
用
。
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前
掲
、
注
（
1
）
の
「
百
年
史
」
の
「
注
」（
73
ペ
ー
ジ
）
で
、
埜
上
論
文
に
ふ
れ
て
い
る
が
、
表
題
と
刊
記
に
不
備
が
あ
る
。

　
　
　
「
百
年
史
」
編
纂
の
重
鎮
で
あ
っ
た
薗
田
香
融
「
関
西
法
律
学
校
と
明
治
の
大
阪
―
初
代
校
主
吉
田
一
士
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
な
に
わ
〈
き

の
う
・
き
ょ
う
・
あ
す
〉―
大
阪
商
法
と
大
阪
文
化
―
』〈
昭
和
62
年
5
月
3
日
・
玄
文
社
〉）
は
、
周
到
な
仕
事
な
が
ら
、「
12
月
8
日
」
に
つ
い

て
は
、
疑
っ
て
い
な
い
。

（
5
）　

薗
田
前
掲
書
に
こ
ん
な
記
述
が
あ
る
。「
現
存
分
で
表
紙
の
残
る
も
の
は
第
十
四
号
の
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
同
号
は
明
治
二
十

一
年
十
一
月
九
日
の
発
行
で
あ
る
。
そ
の
後
、
第
十
五
号
が
同
年
十
一
月
中
に
刊
行
さ
れ
た
ら
し
い
が
、
こ
れ
を
最
後
に
『
旧
講
義
録
』（
筆

者
注
・
本
稿
で
い
う
「
講
義
録
」。
本
文
中
で
①
と
略
記
）
は
、
そ
の
地
位
を
次
の
『
筆
授
生
講
義
録
』
に
譲
っ
て
終
刊
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
」

（
317
ペ
ー
ジ
）。
ま
た
、
こ
の
一
節
に
注
記
し
て
、
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。「
現
在
、
本
学
年
史
資
料
編
集
室
に
保
存
さ
れ
る
『
旧
講
義
録
』
は

第
二
回
卒
業
生
蔵
内
静
三
郎
の
所
持
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
講
座
式
に
編
集
さ
れ
た
講
義
録
を
ば
ら
し
て
科
目
別
に
編
綴
し
な
お
し
て

い
る
の
で
、
講
義
録
の
原
形
は
残
念
な
が
ら
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
中
に
第
十
四
号
の
表
紙
の
み
が
ま
ぎ
れ
こ
ん
で
保
存
さ

れ
て
い
る
」（
337
ペ
ー
ジ
）。

　
　
　

推
測
の
域
を
出
ぬ
筆
致
に
傾
き
が
ち
だ
が
、
こ
の
た
ぐ
い
の
資
料
の
探
索
が
な
が
く
容
易
で
な
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

（
6
）　

埜
上
、
薗
田
両
前
掲
書
と
も
、「
毎
月
二
回
の
発
行
」
を
採
用
。
平
成
12
年
9
月
20
日
の
時
点
で
、
年
史
編
纂
室
は
、「
講
義
録
」
2
号
〜

10
号
の
現
物
を
所
蔵
す
る
に
到
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
直
ち
に
現
物
確
認
に
着
手
し
て
い
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、「
百
二
十
年
史
」
に
お
い

て
は
、「
毎
月
二
回
の
発
行
」
と
書
く
誤
り
を
回
避
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
関
西
大
学
年
史
編
纂
委
員
会
委
員
の
一
人
と
し
て
、
自
戒
を
こ

め
つ
つ
、
付
言
す
る
。

（
7
）　

学
生
の
自
筆
講
義
録
に
関
連
し
て
は
、
石
尾
芳
久
「
関
西
法
律
学
校
創
立
当
初
の
講
義
録
に
つ
い
て
―
一
通
の
手
紙
―
」（
関
西
大
学
図

書
館
報
「
籍
苑
」
第
23
・
24
合
併
号
―
関
西
大
学
創
立
100
周
年
記
念
特
集
―
〈
昭
和
61
年
11
月
4
日
・
関
西
大
学
図
書
館
〉）、
こ
れ
と
併
載
す
る
藤

原
有
和
「
関
西
法
律
学
校
講
義
録
目
録
」（
講
義
録
は
第
一
回
卒
業
生
内
田
重
成
と
小
岸
安
昌
の
旧
蔵
で
、
関
西
大
学
へ
の
寄
贈
書
）
参
照
。

　
　
　

関
西
大
学
法
学
部
百
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
関
西
法
律
学
校
の
創
立
と
そ
の
精
神
』（
昭
和
61
年
11
月
4
日
・
関
西
大
学
法
学
部
）
の
貢
献
も
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忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
8
）　

薗
田
前
掲
書
に
、「
明
治
二
十
二
年
九
月
に
第
三
十
六
号
を
出
し
て
い
ち
お
う
完
結
し
た
」（
318
ペ
ー
ジ
）
と
あ
り
、「『
筆
授
生
講
義
録
』

は
そ
の
三
一
冊
分
が
国
会
図
書
館
に
現
存
し
て
い
る
。
最
近
、
年
史
資
料
編
集
室
が
そ
の
コ
ピ
ー
を
入
手
し
た
」（
337
ペ
ー
ジ
）
と
注
記
し
て

い
る
の
に
、
留
意
し
た
い
。

 

（
や
ま
の　

ひ
ろ
し　

関
西
大
学
法
学
部
教
授
）


